
指定申請，協議会（相談支援部会）への説明（実施報告）の流れについて

指定申請から事業開始後の流れについては，以下のとおり。
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の役割)

指定申請書の提出期限

→指定を受ける日の前々月末

【例：４月１日指定の場合，２月末】
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